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はじめに 

個人研究費（以下、研究費という）は、学生から徴収した授業料および国からの補

助金からなる大学運営費予算の中から教員（研究者）の大切な研究活動のために配

分された費用であり、教員が自由に使用できるお金ではありません。あくまでも研

究を行う上で必要となるものに対する経費です。明らかに不要と思われるものや必

要以上の大量購入は行わないようにしてください。 

 

① 予算 

・ 研究費は一人年額 25万円とし、年度当初に「研究費配分申告書」へ執行予定額

を記入し、学生支援課へ提出する。 

・ 研究の必要に応じて配分を変更することができる。但し、研究旅費は補助金申請

の際に影響が大きいため、年度当初の申請額を下回ることのないように使用す

る。 

 

②管理 

・ 研究費の執行状況は教員が管理する。 

・ 研究図書費の予算管理は、図書館で支援し、別途「個別研究図書取扱細則」に則

って処理する。 

・ その他の研究費の予算管理は、学生支援課が支援する。 

 

③研究費の支出対象 

・ 研究図書費 

・ 研究旅費 

・ 学会費（研究に関わる大会参加費、講習・研修会費等を含む） 

・ 研究のための備品、消耗品 
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④支出の対象とならないもの 

・ 通常、大学が備えるべき備品（事務机、椅子等） 

・ 本学の建物等施設に関する経費（エアコン、網戸等） 

・ 任意の保険料金及び調査研究中に発生した事故・災害の処理のための経費 

・ 教育目的のもの（授業で使用するもの等） 

・ 生活用品全般（衣類、ティッシュ、洗剤、飲食物等） 

・ 図書出版費（研究成果等をまとめ、製本する際の印刷費等については、個別に学

長が判断する） 

・ 私費で購入した物品の修繕費用 

・ 必要以上のスペックを備えた機器や公私の区別がつきにくいもの 

・ その他、研究目的以外のもの、研究に直接関連のないものへの使用 

 

疑問等がある場合、必ず事前に学生支援課へ相談すること。 
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⑤研究費執行のルール 

（１）支出伺伝票について 

研究費からの支出の場合、支出伺、旅費支出伺の部署欄に「個人研究費」と記

入。（旅費の場合は「研究旅費」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出伺　別紙

支出明細

用紙に領収書を添付。学生支援課にて、必ず納品確認をすること。

領収書明細：品代は不可　品名を記入

領収書宛名：上田女子短期大学

領収書

上田女子短期大学 様

× お品代として

〇 画用紙代

インク代 など

納品確認

※領収書の宛名の記載がない場合

には、加筆せずに支出明細台紙に

「宛名：上田女子短期大学」と記

載する。

納品確認印は

学生支援課にて押印

のり

しろ

立替者を入力する 

領収書のｐｄｆをアップロードしてチェックをつける 



4 

 

（２）旅費支出について 

・ 旅費の算出は、上田女子短期大学旅費規程に基づいて行う。 

・ 事前に出張伺書を提出し、承認を受けること。 

・ 旅費は、交通費及び宿泊費（1泊あたり上限 10,000円）のみ申請できる。日

当は支給しない。 

・ 出張日程により前泊・後泊が必要な場合、事前にコラボフローで稟議を上げて

許可を得ること。 

・ 旅費支出伺をコラボフローにより提出後、領収書等の添付資料、出張報告書を

セットで学生支援課へ提出する。（※添付資料…案内状やプログラム等、出張

日時と場所がわかるもの） 

 

⑥研究費執行の留意点 

・ 研究図書費の支出管理は図書館にて行うため、図書購入（データベース使用料

を含む）の際は図書館へ相談する。 

・ 研究費執行状況の照会は、学生支援課の出勤簿机上の「研究費執行表」を参考

にする。（事務処理の都合上、執行月がずれる場合有） 

・ 研究費は原則として、立替払いでの支出となる。（支払手数料は個人負担） 

・ 研究費は、当該年度に発注・納品・支出・使用する物件のみ支出対象となる。

（ＰＣのセキュリティソフト等、複数年度の契約が可能な物を購入する場合

は、単年度契約に限る） 

・ 切手、はがき、レターパックの購入は禁止とする。発送の際にその場で領収書

が得られる場合のみ支出可能とする。「使用目的、郵送先を記入したもの（様

式任意）」を添付し、ストックすることの無いようにする。研究のために送料

を支払う場合には、後納郵便や局留めの料金受取人払いなどで領収書が発行さ

れる方法を用いる。 

・ 家電量販店で消耗品等を購入する際に、ポイントカードを使用すると多額のポ

イントが付与されることがある。このポイントは、値引相当額とみなされるた

め、付与されたポイントを差し引いた金額を請求する。 

・ 研究費の次年度への繰越は不可。 

・ 研究費の支出が年度末に集中することのないよう、2月末までに全ての支出を

完了すること。特に消耗品については原則として１月末までとする。消耗品を

必要以上に購入して、翌年度に大量に繰り越すことのないように注意する。 

・ 3月に旅費等で研究費を支出する場合、事前に学生支援課、総務課へ相談する

とともに、研究費残額を確認し、予算を超過することのないよう注意する。 

・ 研究費の超過が発生した場合、3月末までに現金による戻入れを行う。 

・ 備品、消耗品等の立替払の際は、レシートではなく領収書を添付すること。ま

た必ず学生支援課で納品確認をすること。 

・ 1回の支出額が 10万円を超える場合、事前に学生支援課に相談する。 
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・ 研究費で購入した備品等は、資産登録の有無にかかわらず本学の資産となるた

め、転出、または研究目的の終了により不要になった際には、本学へ返還しな

ければならない。但し、1万円未満の消耗品等については返還不要とする。 


